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高齢者インフルエンザ　　　
　　　予防接種を実施します

　インフルエンザは、ワクチンを接種することによって、かかりにくくなったり、かかっ
ても重症になることを防止する効果があるとされています。
　市では、高齢者を対象にインフルエンザ予防接種を次のとおり実施します。

　◆対　象　者　①６５歳以上の市民で、接種を希望される方
　　　　　　　②６０歳以上６５歳未満の市民で、心臓、腎臓、または呼吸器の機

能に、日常生活が極度に制限される程度の障害がある方、お
よびヒト免疫不全ウィルスにより免疫の機能に日常生活がほ
とんど不可能な程度の障害がある方

　◆接種期間　１０月９日（火）～１２月２８日（金）
　◆接種回数　１回
　◆自己負担　１，３００円（市民税非課税世帯、生活保護世帯は無料）
　◆申　込　み　下記の市内高齢者インフルエンザ予防接種協力医療機関に直接申し込みください。
　◆接種に必要なもの　予診票、印鑑、健康保険証、老人医療受給者証、老人保健受給者証、生活保護世
　　　　　　　　　　　帯等の証明書、市民税非課税世帯の方は同意書
　　　　　　　　　　※接種に必要な予診票は、市内の協力医療機関、保健センタ－、各総合支所健康福
　　　　　　　　　　　祉課に置いています。

市内高齢者インフルエンザ予防接種協力医療機関
住　　所電話番号医療機関名住　　所電話番号医療機関名

今森４６５‐１２４‐７００７ろ っ ぽ う 診 療 所戸牧１０９４２２‐６１１１公 立 豊 岡 病 院

城崎町湯島３４９‐１３２‐２６１０浅 見 医 院日高町岩中８１４２‐１６１１公 立 日 高 病 院

城崎町来日１２８‐７３２‐３１８１藤 本 医 院出石町福住１３００５２‐２５５５公 立 出 石 病 院

竹野町竹野３４４４７‐００１０内 山 医 院九日市下町１１９２２‐０７００あ か ま つ 小 児 科

竹野町竹野２５１０４７‐０００５賀 嶋 医 院城南町５‐１１２９‐２７６６い が ら し 医 院

竹野町森本５１３‐１４８‐０００１森 本 診 療 所若松町７‐５２９‐００１７浮田整形外科医院

日高町江原４０４４２‐０２３０赤 松 医 院江本５０３２９‐０３３３江本内科クリニック

日高町上石２３０‐２４２‐０８８５尾松内科クリニック城南町８‐１２２４‐１００１大 井 医 院

日高町松岡３４７‐１４２‐５３００北 見 医 院中陰３７６‐２２２４‐２５１１小 幡 内 科 医 院

日高町日置２９４２‐３１１０北 村 内 科泉町４‐１１２２‐２６７６金 子 医 院

日高町伊府６６０４４‐００１０谷 垣 医 院中陰４５２２‐３７３３木 下 診 療 所

日高町土居１７０‐１４２‐５８００つるさこ耳鼻咽喉科弥栄町１‐３２２３‐８６６８さくらクリニック

日高町国分寺４００‐１３４２‐３９５５長谷川クリニック小田井町１７‐７２４‐７２０１し ら ゆ り 診 療 所

日高町栗栖野６０‐３４４５‐０００３神 鍋 診 療 所正法寺６３１２９‐３１００田 中 ク リ ニ ッ ク

出石町町分１８３５２‐２０７０玉 岡 医 院京町５‐４３２４‐１８９０中治内科クリニック

出石町本町６６５２‐５８０３中 沢 医 院高屋１０５４２４‐９５００中 島 医 院

出石町福住３８３‐７５２‐０５１１平 位 医 院瀬戸７７‐２０２８‐２０１６中 田 医 院

出石町松枝１０５５２‐２３０１藤 原 医 院泉町７‐３０２３‐２０３１舟木外科胃腸病院

出石町八木３６５２‐２００６由良内科クリニック京町３‐２１２２‐３５３８舟 木 内 科 医 院

医療機関の希望により掲載いたしません和田内科クリニック桜町１１‐７２３‐５１００モ リ ヤ マ 診 療 所

但東町出合７６５４‐００１１合 橋 診 療 所戸牧３７‐５２２‐１１５９やすだ内科クリニック

但東町中山７８８５６‐０３０３資 母 診 療 所大磯町９‐５３２２‐２３８２由 利 医 院

但東町久畑１２６５５‐００３６高 橋 診 療 所�渕１３３‐１土 ２６‐８１８８吉 田 ク リ ニ ッ ク

《問合せ》健康増進課（保健センター）　�２４－１１２７
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インターネット公売のお知らせ
市税などの滞納処分によって差し押さえた財産を、次のとおり公売により売却します。

平成１９年度第６回

◇公売物件　掛軸、陶磁器、スキー用品など４０点

◇公売方法
　インターネットを利用したせり売り
◇参加申込期間
　１０月４日（木）午後１時～１０月１８日（木）午後５時
◇せり売り期間
　１０月２３日（火）午後１時～１０月２５日（木）午後２時
◇代金納付期限
　１１月１日（木）午後３時

◇参加申込方法
　インターネットからの参加となります。
　（１０月４日公開予定）
　http://koubai.auctions.yahoo.co.jp/
　　　　　　　　　　　　　　hyg_toyooka_city 
◇参加資格
　例外を除き、２０歳以上の方であればどなたでも参
加できますが、公売保証金の納付が必要です。

◇その他
　次のサイトでも公売に関する情報を提供していま
す。
・市ホームページ
　http://www.city.toyooka.lg.jp/koubai/top.htm
・ヤフー株式会社の公売システム
　http://koubai.auctions.yahoo.co.jp/
　《問合せ》税務課収税係（公売担当）�２３－１１１８

▲掛軸 【下見会】
　公売物件（動産）を実際に見ることができる下見

会を開催します。落札した物件は、返品すること

ができませんので、事前によく見て参加してくだ

さい。（参加申込みなどは不要）

　日時：１０月１３日（土）午前１０時～午後３時
　場所：日高農村環境改善センター

▲スキーウェア ▲ついたて

▲花瓶
▲五月人形

■国土利用計画法に基づく届出制度
　一定面積以上の土地取引をした場合は、契約を締
結した日から起算して２週間以内に、当該土地の所
在する市を経由して県知事に届け出なければなりま
せん。
◇届出が必要な面積
・市街化区域　　　　　　　　　　　２，０００㎡以上
・市街化区域以外の都市計画区域　　５，０００㎡以上
・都市計画区域以外の区域　　　　１０，０００㎡以上
※届出をしなかったり、虚偽の届出をした場合、罰
則が適用されることがあります。
■土地の先買い制度
　公有地の拡大の推進に関する法律による土地の先
買い制度とは、県や市などが、都市の健全な発展と
秩序ある整備を促進するために、必要な土地を計画
的に取得する制度のことです。
　土地を有償譲渡する場合には、土地を譲渡しよう
とする日の３週間以内に、当該土地の所在する市を

経由して県知事に届け出なければなりません。
◇届出が必要な面積
・都市計画区域内の都市計画施設
　の区域内等の土地　２００㎡以上
・都市計画区域外の都市計画施設
　の区域内の土地　２００㎡以上　
・上記以外の都市計画区域内の土地で、市街化区域
　および市街化調整区域以外の土地　１０，０００㎡以上
※届出をしなかったり、虚偽の届出をした場合、罰
則が適用されることがあります。

　また、地方公共団体等に対して、土地の買取りを
希望される場合には、「申出」することができます。
◇申出ができる面積
・都市計画区域内の土地　２００㎡以上
・都市計画区域外の都市計画施設の区域内の土地
　２００㎡以上
　《問合せ》　兵庫県都市政策課�０７８－３４１－７７１１
　　　　　　または都市整備課都市管理係

１０月は土地月間　土地取引の届出をお忘れなく !!


